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   磐田市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例 

 磐田市自転車等駐車場条例（平成１７年磐田市条例第１６５号）の一部を

次のように改正する。 

 第１条中「駅周辺」を「駅及びバス停周辺」に改める。 

 第２条第１号中「道路交通法（昭和３５年法律第１０５号。以下「法」と

いう。）第２条第１項第１０号」を「道路運送車両法（昭和２６年法律第１

８５号）第２条第３項」に改め、「する原動機付自転車」の次に「（二輪の

ものに限る。）」を加え、同条第２号中「法第２条第１項第１１号の２」を

「道路交通法（昭和３５年法律第１０５号。以下「法」という。）第２条第

１項第１１号の２」に改め、同条第４号中「普通自動二輪車（側車付きのも

のを除く。）」の次に「で、第１号に規定する原動機付自転車を除いたもの

をいう。」を加える。 

 別表に次のように加える。 

掛塚バス停自転車駐車場 磐田市白羽８番地２ 自転車及び車椅子 

新開バス停自転車駐車場 磐田市新開４７５番地 自転車及び車椅子 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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磐田市自転車等駐車場条例新旧対照表 

現行 改正案 

（設置） （設置） 

第１条 磐田市内の駅周辺＿＿＿＿＿における原動機付自転車、自転車、車

椅子及び自動二輪車（以下「自転車等」という。）の駐車秩序を確立し

て、良好な都市景観の維持とともに道路交通の円滑化を図るため、本市に

自転車等駐車場を設置する。 

 

第１条 磐田市内の駅及びバス停周辺における原動機付自転車、自転車、車

椅子及び自動二輪車（以下「自転車等」という。）の駐車秩序を確立し

て、良好な都市景観の維持とともに道路交通の円滑化を図るため、本市に

自転車等駐車場を設置する。 

 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

(１) 原動機付自転車 道路交通法（昭和35年法律第105号。以下「法」

という。）第２条第１項第10号に規定する原動機付自転車＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿ 

(１) 原動機付自転車 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第２条

第３項＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿に規定する原動機付自転車（二輪のもの

に限る。） 

(２) 自転車 法第２条第１項第11号の２＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿＿に規定する自転車           

(２) 自転車 道路交通法（昭和35年法律第105号。以下「法」とい

う。）第２条第１項第11号の２に規定する自転車           

(３) 略 (３) 略 

(４) 自動二輪車 法第３条に規定する大型自動二輪車（側車付きのもの

を除く。）及び普通自動二輪車（側車付きのものを除く。）＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

(４) 自動二輪車 法第３条に規定する大型自動二輪車（側車付きのもの

を除く。）及び普通自動二輪車（側車付きのものを除く。）で、第１号

に規定する原動機付自転車を除いたものをいう。 

 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

名称 位置 駐車対象車両   

略 

敷地駅自転車等駐車場 磐田市敷地404番地６ 原動機付自転車、自転

車及び車椅子 

（追加） 

 

  

名称 位置 駐車対象車両   

略 

敷地駅自転車等駐車場 磐田市敷地404番地６ 原動機付自転車、自転

車及び車椅子 

掛塚バス停自転車駐車場 磐田市白羽８番地２ 自転車及び車椅子 

新開バス停自転車駐車場 磐田市新開475番地 自転車及び車椅子 
 


